
業務改善助成金とは

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃
金）を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、 その投資費用の一部を助成する制度です

①事業場内最低賃金の引き上げ

②設備投資等の計画 （計画の承認と事業の実施後） 機械設備導入､ 
コンサルティング､ 人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後） 機械設備導入､ コンサルティング､ 人材育成･
教育訓練など 業務改善助成金を支給 （最大600万円）

こうしたお悩みに業務改善助成金がお役に立てるかもしれません！

毎年の最低賃金引き上げがとても大変 あの
機械があれば売り上げが伸びるのに

機械化されてなくて、たくさんの人出が必要 人件
費もかけられないので、最低賃金の支払いでいっ
ぱいいっぱい

対象事業者・申請の単位
✓中小企業・小規模事業者であること
（工場や店舗などの事業場単位で別々の申請が可能です。）
✓事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
✓解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

＜導入例＞
①事業場規模30人未満の菓子店で働く、時給1080円の労働者2名の賃金を

30円引き上げ
＋

②出来上がった菓子を今まで手包みで個包装していた
⇒菓子を自動で個包装する設備（100万円）を購入

↓

75万円支給

＋

▼

返済不要 用途自由 雇用の安定化に役立つ助成金を活用してみませんか？

対象となる設備投資、申請コースの詳細は労務相談会でご相談下さい。
お問い合わせ先：令和7年度事業環境変化対応型支援事業専門家

社会保険労務士 高倉彩乃
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